
事前予約制

①LINE または Web 予約 ②来庁予約

1 月 26 日 ( 月 ) 午前９時～

LINE 予約 ( 推奨 )
・１枠２人、最大２枠４人まで予約可
・重複予約はキャンセルとなります。
・予約、変更、キャンセルは２日前まで 
( 土・日・祝日除く )

市ホームぺージから Web 予約もできます。
( 変更・キャンセルは電話対応 )

２月１日 ( 日 ) ～６日 ( 金 ) 
午前９時～午後４時 30 分

予約開始

場所

持ち物

市役所 1 階 交流スペース

本人確認書類 ( 来庁者・申告者 )
※ご家族の代理予約も可能です。

申告期間中は、申告会場内で予約を
受け付けます。
( 当日・翌日の予約はできません )

予約開始

申告に必要なもの

①マイナンバーカード

運転免許証などの身分証＋通知カードや、
マイナンバー入りの住民票の写しが必要

※申告者と来庁者が異なる場合は、それぞれの身元
確認書類が必要です。（委任状は不要）

②収入に関する書類等

収支内訳書※や源泉徴収票など
（※申告前に必ず作成してください。）

③控除に必要な証明書（令和７年中に支払ったもの）
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・寄附金控除証明書

・社会保険料控除証明書
　（国民年金等）

・障害者手帳等 ・医療費控除の明細書※

領収書のみでは
申告できません！

※収支内訳書や医療費控除の明細書の用紙は市ホー
ムページからダウンロードするか、税務課窓口また
は千代川公民館ロビーにもあります。

④利用者識別番号や税務署から
　届いた申告のはがき
　（お持ちの方）

⑤金融機関口座の情報が
　わかるもの（還付申告の方）

申告相談申告相談
令和８年度（令和７年分所得）の申告相談が始まります。
今年から昨年申告された方への「申告相談の案内」はがきの送付は行っておりません。
申告される方は、予約の上、申告期間内に申告してください。
※電話での予約は受け付けておりません。

期間

会場

時間

２月 16 日 ( 月 ) ～ 3 月 16 日 ( 月 )
※土・日・祝日は 3 月 1 日（日）のみ開催

午前　8 時 40 分～ 11 時　 　午後　1 時～ 4 時

市役所３階  会議室３－１、３－２

予約 ①LINE または Web 予約 ②来庁予約
どちらかで予約

▶青色申告　▶「日本国外に居住する配偶者・扶養親族」にかかる控除
▶雑損控除 ( 震災や水害・火災・盗難等 )　▶外国税額控除 ( 外国所得税の調整 )
▶住宅借入金等特別控除 ( 住宅ローン控除 )/ 住宅関連特別控除※年末調整に含まれて
いる場合を除く
▶「特定口座年間取引報告書」による申告　▶総合課税の譲渡所得（金等）
▶株式・不動産等 ( 収用・農地保有合理化以外 ) の譲渡所得
▶上場株式等の配当所得等　▶先物取引　▶仮想通貨
▶令和６年分以前の所得税の確定申告・更正の請求　▶消費税・贈与税・相続税
▶令和８年１月 1日現在、住民でない方の申告（死亡・転出・転入）
▶給与の源泉徴収票が５枚を超える方の申告　▶スマートフォンによる申告

市役所で受けられない申告があります

ご自身で作成済の確定申告
書は、税務署へ直接郵送し
てください。
市役所で内容確認・預かり
は行っていません。

注意

マイナンバーカードがある

マイナンバーカード以外の
本人確認書類は必要ありません

　令和８年 1 月 1 日現在、下妻市内に住所がある方
が対象のチェックリストです。一つでも当てはまった
方は申告が必要です。収入の種類別に確認しましょう！

※給与や公的年金以外の所得が 20 万円以下の
方は、所得税の申告は不要ですが、市県民税の
申告は必要です。

給与所得者
勤務先が給与支払報告書を市へ提出していない

（提出の有無は勤務先に確認してください）
2 カ所以上からの給与所得がある
給与以外の所得がある
年末調整していない給与がある
追加したい所得控除がある

公的年金所得者
公的年金以外の所得があった
各種所得控除を受ける
年金収入が 400 万円を超えている

その他の所得者
営業・農業・不動産所得、雑所得等
その他の所得がある方

下館税務署 TEL 0296-24-2121( 代表 )
〒308-8608
筑西市丙 116 番地 16 筑西しもだて合同庁舎
税務課市民税係　TEL 0296-43-8192( 直通 )

お問い合わせ

詳しくは市 HP をご覧ください。

LINE
予約は
こちら

マイナンバーカードがない

（※申告前に必ず作成してください。）

申告相談について

市県民税・所得税

1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年
間に生じた全ての所得の金額とそれ
に対する所得税の金額を計算し、源
泉徴収された税金や予定納税で納め
た税金などとの過不足を精算する手
続きです。

住民登録をしている市区町村に対し
て、前年の所得について申告するもの
です。確定申告とは異なり、収入が無
い場合でも、所得証明書の発行、国
民健康保険や介護保険料の計算など
諸手続きの際に必要です。

とは

所得税の
確定申告

とは

市県民税
の申告

※市県民税申告を除く
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